地震対応マニュアル
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第1章　事業継続の方針
1.1. 地震発生時の事業継続の方針 

利用者の生命・生活を維持するために，通常時に実施しているサービスの中でも生命・生活に直結する業務を中心に継続し，その他は縮小あるいは休止とします。 
基本的には，入所・短期入所全部門ともに同じ対応とします。ただし，施設自体の被害状況により短期入所サービス利用者は休止して，行政や他施設，地域からの要望に応じて地域の災害時要援護者を受け入れることを優先に行います。
短期入所事業を停止した場合にも，利用者に対して，必要に応じてオムツ，食事等支援を行います。
1.2. 地震発生時の事業継続対策の方針 
停電などライフラインの停止によって利用者の生命の維持を脅かす可能性のある業務については，人的資源や備蓄品を優先的に活用します。 
特に，最も優先度の高い医療関連行為に関する業務の実施にあたり，看護職や嘱託医がボトルネックとなります。非常時に迅速な対応と円滑な連携が可能となるよう支援体制を緊急時連絡網により行います。 
介護及び看護に関する全ての業務を実施する上で，利用者の情報が不可欠です。そのため，日頃からの職員間での情報共有に加えて，被災時に駆けつける外部応援者として地域住民，ボランティアとの連携を強化し，緊急時に協力を得られるようにしておきましょう。 
第2章　被害想定 

介護における優先業務を選定する際に，事業に著しいダメージを与えるリスクを想定します。以下に対象リスクの考え方や想定シナリオを示します。
2.1. 基本的な考え方 

対象リスクとしてまず直下型の大規模地震を想定します。地震は，最も大きな自然災害リスクであり，また人的資源や物的資源，ライフライン等，施設の業務に必要なあらゆる資源に制約を与えることから，事業継続を検討するうえで基本となるリスクです。 
自力での業務継続が求められる期間は，発災後３日間を想定します。これは，過去事例より，行政からの支援が届きライフラインが回復するまでに３日間かかるものと考えられるためです。 
地震の規模や周辺地域の状況等の詳細な被害想定については，「市町村防災計画」の地震被害想定を参照します。 
2.2. 想定シナリオ 
(1) 発災時刻について 
最小の職員しかいない「平日の早朝6時など」を想定の基本とします。その後，入所，短期入所のすべての事業を，通常通りに実施すると想定します。 
(2) 人員について 
「通常の30%の人員体制」で業務を実施することを想定します。 
上記の人員体制とする理由は，施設の業務は労働集約的であり，人的資源が大いに不足する状況における業務継続を検討しておくことが望ましいためです。職員の家族が被災し，安否が確認できない等で帰宅する職員が発生することや，早朝に発災した場合には相当の職員が参集できないことなどにより，人的資源の不足も想定した上で対応を検討します。 
(3) 建物について 
耐震基準を満たしている為建物の損壊はないものであることを想定します。 
まずは建物が使用できることを前提としますが，今後，より困難な状況として建物が一部使用不可となる状況を想定し。その際，専門家による耐震診断を実施して正しくリスクを把握したうえで使用継続の判断をします。
 (4) ライフラインについて 
東日本大震災等過去事例を考慮し，被災後３日間は電力・ガス・水道が供給停止となるほか，電話や通信については通常通りに利用することが困難な状況となることを想定します。

※ 以降の章では，この想定シナリオ例にもとづき，介護における優先業務の選定・対策の検討を行ないます。 
(5) 復旧，復興 

本マニュアルは災害直後の最も厳しい時期である３日間を想定しますが，この期間は復旧，復興過程として利用者，職員の生活が安定せず，また施設の経営基盤が弱体化する可能性も高くなります。 
第3章 災害時対応業務 

高齢者福祉施設として「第２章 被害想定」に基づく被害状況において実施すべき災害時対応業務を挙げ，時系列で整理します。また，重要な業務実施の考え方についての例を示します。
	時間 
	実施する業務 

	発災直後 
	火災対応 
避難誘導 
閉じ込め者の救出 
応急救護 
施設利用者の安否確認，声かけ，報告 
館内放送や伝令により連絡，情報提供 
通信手段の確保 
医療機関への連絡，搬送 
施設・設備被害状況確認（応急点検） 

	発災当日 
	災害対策本部の設置 
職員の安否確認，報告 
職員の拠点確保 
職員の招集，人員確保 
短期入所利用者の安否確認，声かけ，報告 
職員の帰宅困難者への施設への滞在指示
〈介護業務の継続（第４章で詳述）〉 
利用者家族，行政への連絡 
施設・設備被害状況確認（写真撮影，応急復旧） 
自家発電の稼動 
トイレ対策 
防寒・防暑対策 
食事の手配 
一時入所及び利用者増員の対応 
要援護者の受け入れ 
地域ニーズへの対応 
問合せ対応 
情報発信 

	翌日 

～３日後 
	〈発災直後，当日の業務のうち，必要なものを継続〉
〈介護業務の継続（第４章で詳述）〉 
職員の健康管理 

	ボランティアの受け入れ 

衛生管理 
警備 
施設関係団体・他施設等との協力 

	４日後～ 
	〈３日後までの業務のうち，必要なものを継続〉
〈介護業務の継続（第４章で詳述）〉 
職員の健康管理，ローテーション管理 
情報システムの復旧 
必要物資の調達，支援物資の受け入れ 
被害箇所の復旧 
行政，関係団体，法人本部などとの情報共有，調整 


	〈発災当日の対応〉 ①本部の設置 

	対象業務 
	災害対策本部の設置 
仮救護所の設営 

	業務実施の考え方 
	対策本部は「施設事務所」とする。
事務所には非常時に備えホワイトボード，筆記用具を必ず備えておく。
また，仮救護所は施設多目的ホールとする。

	② 応急救護，安全管理 

	対象業務 
	応急救護 
衛生管理 
警備 

	業務実施の考え方 
	応急救護は被災直後の対応が重要である。
衛生管理や警備の安全管理業務は，被災直後は比較的優先度が劣後し，被災から時間が経過すると共に徐々に重要度があがっていく。
警備すべき重要な箇所はどこであるかを明確にする。
労力を最小化します。過去の災害時例をみるかぎり，避難所，仮設住宅などに不審者が現れることもあるので，人の出入りが激しくなる発災翌日以降，平時は安全な地域でも地域住民，警察等と連携し安全の確保に努める。


	③要援護者等の受け入れ 

	対象業務 
	一時入所及び利用者増員の対応 
要援護者の受け入れ 
地域ニーズへの対応 

	業務実施の考え方 
	要援護者等は積極的に受け入れるものとし，ショート利用者用居室，静養室を優先に利用し，以下○○室を利用するものとする。
提供する物資等の資源については寝具，フェイスタオルを提供する。
過去の災害の事例をみるかぎり，施設が健在であった場合，要援護者の受け入れを実施していることが多い。近隣に在住する施設入所対象となる重度の要援護者は受け入れざるを得ないので，あらかじめ自治体との事前の協定や地域コミュニティとの連携を図っておいた方が，円滑に進む。 

	④情報発信，関係機関への連絡・協力

	対象業務 
	情報発信 
医療機関への連絡 
法人本部への連絡 
関係団体・他施設等との協力 

	業務実施の考え方 
	被害状況確認及び業務実施方針の決定後，通所利用者や利用者の家族へ連絡するとともに，医療機関，法人本部，関係団体，自治体等への連絡が必要になる。事前に情報発信先・情報入手先のリストを作成しておく。 

情報入手手段としては，コミュニティFMなどのラジオが役立った事が指摘されている他，参照すべきwebサイトなどもまとめておくと有用である。 

ただし，各関係機関からの電話問い合わせが殺到することが想定されるが，問い合わせ対応だけに集中することのないよう，職員間で役割分担を行うことも重要である。 

	〈翌日以降〉 ⑤ボランティア等の受け入れ，対応

	対象業務 
	ボランティア等の受け入れ 
ボランティア等への対応 

	業務実施の考え方 
	ボランティアの受け入れを行う場合に必要な資源やボランティアを統括する体制について，予め検討しておく必要がある。 

社会福祉施設に救援にくるボランティアは一般的には福祉系の資格・経験をもつ専門ボランティアであることが多いため，十分な受け入れ態勢を整える事ができれば，貴重な人的資源となる。ただし，ボランティア自身が宿泊場所，食事を確保し，１週間以上の活動ができることが望ましいことを伝える。 

一般ボランティアは基本的に社会福祉協議会等コーディネートを担う機関に誘導する。 

利用者の介護に当たる上でのポイントや重要な疾患などをコンパクトにまとめた資料を平時より使用していることで，職員が不足したときにボランティアや外部応援者も介護に携わることが容易となる施設があった。通常の業務においても，引継ぎ等が抜け漏れなく対応できることもあり，上記のような資料を作成しておくのがよい。 

平時から来てくれるボランティアは，同時に被災している可能性があるものの，すぐに助けとなる。災害時にも連絡を取り支援を求める可能性があることを伝え，了解を取っておくことも有効である。 

	⑥ 職員への対応

	対象業務 
	職員拠点確保 
職員の健康管理 
要員確保 

	業務実施の考え方 
	職員が宿泊，休憩できる拠点を確保する。職員の健康管理や心のケアのため，職員の参集状況にあわせて勤務ローテーションを組めるようにする。 

職員の健康管理のため，看護職が職員の体調の聴き取り，バイタルサインチェックを行うのがよい。PTSDの徴候が見られた場合は，施設に泊まらせるなどの対策をとる。また，寒冷期にはインフルエンザワクチンを打つなど健康管理を行う。 

災害直後には要員の確保が必要である。近隣施設間などと被害状況，職員体制等確認し職員の融通等を行う。


第4章 介護における優先業務 

高齢者福祉施設として「第２章 被害想定」に基づく被害状況の中で，介護において優先的に継続すべき業務（優先業務）を挙げ，優先業務として選定した理由や，業務をどのように継続あるいは縮小するかについての考え方，必要な資源（備蓄可能な資源を含む）の例を示します。 

4.1. 事業部門の業務について 

介護における優先業務の選定にあたり，事業部門（入所事業，短期入所事業，通所事業）および管理部門のすべての業務を洗い出します。ここでは，以下のように業務を分類しています。 
	〈事業部門（入所事業，短期入所事業，通所事業共通）〉
（ａ）直接生活介助 
（ｂ）間接生活介助 
（ｃ）機能訓練関連行為 
（ｄ）その他 
〈管理部門〉 
（ａ）管理業務 
（ｂ）経理業務 
（ｃ）施設管理業務 


4.2. 介護における優先業務の継続・縮小の考え方 

	〈事業部門の業務〉 （ａ）直接生活介助 

① 基本的な介助業務 

	対象業務 
	食事・補水 
排泄 
入浴 など 

	継続・縮小の考え方 
	基本的な介助業務は，利用者の生命・生活の維持に不可欠であり，最優先で実施する。ただし，被災後3日間という短期間に限っては，平時より簡素化して実施できる業務もある。 

食事・補水は通常通り実施する。 
排泄は人員の参集状況によって対応が異なる。排泄介助は重要であり，基本的には通常通り都度対応する。ただし，参集人員数等の状況により，おむつ着用，あるいは陰部洗浄をしないなどの簡易対応も検討する。 
入浴は，被災後３日間は実施せず，ウェットティッシュによる清拭などで代替する。ただし冬季には，ウェットティッシュを加温できなければ清拭での代替は難しいため，施設の環境や時期に応じた対応をする。

	必要な資源 
	介護職 
電力（調理でミキサー等使用） 
上下水（飲用水，洗浄，排泄） 
食品 

	備蓄可能な資源 
	飲料水，洗浄用水 
排泄用の水タンク 
非常食 
紙おむつ 
ポータブルトイレ 
使い捨て食器，サランラップ 
ウェットティッシュ 
カセットコンロ，ボンベ（ウェットティッシュ・非常食等の加温用） 


	（ａ）直接生活介助 

② 清潔保持に関する介助業務 

	対象業務 
	モーニングケア 
ナイトケア 
保清 

	継続・縮小の考え方 
	清潔保持に関する介助業務は，災害時においては相対的に優先度が劣後するため，通常より簡易な方法，あるいは業務を限定して実施する。また，実施対象とする利用者を限定するなどの方策もある。ただし，放っておくと症状が悪化する，あるいは生命に関わる利用者については優先して対応する。 

モーニングケアは口腔ケアのみ，あるいは洗顔のみ実施するなど，通常よりサービスレベルを落として限定的に対応する。ナイトケアは上記同様に簡易対応とするか，全く実施しないことも検討する。 
保清は利用者の症状に応じて対応が異なるが，薬剤などを用いた簡易対応，あるいは被災後3日間は実施しないことを検討する。 

	必要な資源 
	介護職 
電力（照明用） 
上水 

	備蓄可能な資源 
	洗浄用の水 
ウェットティッシュ 
アルコール，洗浄剤，清拭剤等 


	（ａ）直接生活介助 

③ 移動に関する介助業務 

	対象業務 
	離床 
更衣 
移動 
体位変換 
徘徊者対応 

	継続・縮小の考え方 
	移動に関する業務は，災害時においては相対的に優先度が劣後するため，職員の参集状況に合わせて可能な範囲で対応する。ただし，体位変換は利用者の生命の維持に不可欠であるため，継続して実施する。 

体位変換は通常通り実施するが，停電によりエアーマットが使用できない場合は簡易式のエアーマット，褥瘡予防用のマットなどで代替し，体位変換の頻度の低い利用者について人手で対応する。（そのため，職員が対応する頻度と負担が増える） 
離床・更衣・移動は，職員の参集状況などを考慮して対応を検討する。離床の回数を減らす，移動の対象者を限定する，更衣は汚れた場合にのみ対応することなどで，作業の簡易化を図る。 
認知症などの徘徊者対応は，該当する利用者の人数・施設の方針などにもとづいて対応を検討する必要があるが，見守り対応などを実施することが望ましい。 

	必要な資源 
	介護職 
電力（エアーマットに使用） 
エアーマット 

	備蓄可能な資源 
	ポータブル自家発電機 
じょくそう予防用マット（電気を使用しないもの） 


	（ａ）直接生活介助 

④ 補助的な業務 

	対象業務 
	巡回 
送迎 

	継続・縮小の考え方 
	補助的な業務については，利用者の状況やライフラインの状況に応じ，緊急性の高いものに限って実施する。 

停電によりコールが使用できないことが考えられるため，介護度の高い利用者の多い施設では，普段以上に巡回を強化することを検討する。 
送迎は，緊急時対応（医療機関への移送等）に限定することを検討する。 

	必要な資源 
	介護職 
運転手 
車両 

	（ｂ）間接生活介助 

① 基本的な間接生活介助業務 

	対象業務 
	調理 

	継続・縮小の考え方 
	基本的な間接介助業務は，必要な業務に限定し，きざみ食，流動食など様々な形態の備蓄食料を活用して実施する。 

ライフラインの停止時は，基本的には備蓄食料を活用する。 
ガスが停止した場合にも温かい食事が提供できるよう，薪やカセットコンロの備蓄をすることも，（必須ではないが）サービスレベルの向上のためには選択肢の一つとなる。 

	必要な資源 
	栄養士，調理士 
上水（調理，洗浄） 
ガス 
食品 

	備蓄可能な資源 
	調理用水，洗浄用水 
非常食 
嚥下障害者用の非常食（エンシュアリキッド等） 
カセットコンロ，ボンベ（食品の加温用） 

	（ｂ）間接生活介助 

② 施設内清潔保持に関する業務 

	対象業務 
	洗濯 
シーツ交換 
施設内清掃 

	継続・縮小の考え方 
	施設内清潔保持に関する業務は，被災後3日間という短期間では原則休止とする。ただし，衣類やシーツ，床などが汚れた場合は個別に対応する。 

洗濯は被災後３日間実施しない。 
衣類の洗濯やシーツ交換は汚れた場合のみ対応するなど，平時よりも業務を限定する。 
清掃は外部委託しているかどうかで対応が異なるが，停電・断水により掃き掃除のみ対応する，トイレ掃除のみ対応するなど，平時より業務を限定して実施する。ただし，衛生面への配慮から，食べこぼしやトイレの始末などは，こまめに対応する。 

	必要な資源 
	介護職 
上水 
洗剤 
シーツ 

	備蓄可能な資源 
	交換用シーツ 

	（ｂ）間接生活介助 

③ 健康管理等に関する業務 

	対象業務 
	栄養管理 
健康管理 
相談・助言 
温度管理 
体温測定 
血圧測定 

	継続・縮小の考え方 
	健康管理等に関する業務は，利用者の生命・生活の維持にとって重要であり，優先的に実施する。ただし，被災後3日間という短期間では職員の参集状況により，相談・助言等を休止することも検討する。 

健康管理は通常通り実施する。心のケアという側面からも健康管理を重視する考え方もあるが，施設の方針や職員の参集状況に応じて対応する。 
栄養管理，相談・助言についても上記と同様，職員の参集状況により対応を検討する。 
体温測定・血圧測定は健康管理上，基本的に重要な業務ではあるが，参集状況にあわせて，平時から対応が必要な利用者は継続して実施することを検討する。 

	必要な資源 
	看護職 
栄養士 
相談員 
介護職 
施設職員／事務職員 
電力（電話使用） 
電力（血圧測定） 
体温計 

	備蓄可能な資源 
	冷暖房器具（電力を使用しないもの） 
施設管理マニュアル等 
血圧測定器（電気を使用しないもの） 

	（ｃ）機能訓練関連行為 

① 機能訓練に関する業務 

	対象業務 
	訓練・リハビリ 
マッサージ 

	継続・縮小の考え方 
	機能訓練関連行為は，被災後３日間という短期間では原則休止とする。 

	（ｄ）その他 

① 衛生管理に関する業務 

	対象業務 
	感染症対策 

	継続・縮小の考え方 
	衛生管理に関する業務は，利用者，受け入れた要援護者及び職員の生活の維持にとって重要であり，特に清掃を休止する場合には最低限の対応をとる必要がある。 

ライフラインの停止等により，十分な清掃ができなくなることを考慮に入れた上での感染防止対策を立案することが望ましい。 

	必要な資源 
	介護職 
消毒薬 
上水（洗浄） 

	備蓄可能な資源 
	アルコール消毒液 
洗浄用水 

	〈管理部門の業務〉（ａ）管理業務 

	対象業務 
	ケアプラン作成 
重要書類管理 
情報システム管理 
問い合わせ対応 

	継続・縮小の考え方 
	管理業務は，被災後３日間という短期間では基本的に状況確認程度として休止する。ただし，利用者や関係機関からの問い合わせには対応する必要がある。 

ケアプラン作成は，被災後３日間は実施しない。 
重要書類管理，情報システム管理は，業務が停止した際の事業部門への影響に応じて，個別に対応方針を検討する。例えば，情報システムへの業務依存度の高い施設においては，情報システム管理が重要業務となりうる。 
個人情報については，紙媒体でも紛失，毀損しないように管理を行う。 
問い合わせ対応は，利用者の家族からの安否確認の問い合わせ，行政や社協，施設関係団体，マスコミなどからの被災状況問い合わせが予想されるため，優先して実施する業務となりうる。 

	必要な資源 
	事務職員 
災害時優先電話 
電力（電話，PC操作） 

	（ｂ）経理業務 

	対象業務 
	介護保険請求 
給与計算 
納入業者支払 

	継続・縮小の考え方 
	経理業務は，後日対応も可能であるため，被災後３日間という短期間では原則休止とする。 

ただし，給与支払いは従業員の生活に直結する可能性がある。給与計算を実施するための人的資源が不足するのであれば，暫定的に前月分と同額，あるいは基本給部分のみ支払うといった対応を行う。

	（ｃ）施設管理業務 

① 設備機器等の保守・点検に関する業務 

	対象業務 
	電気設備 
上下水設備 
ガス設備 
医療機器 

	継続・縮小の考え方 
	施設管理業務は，被災直後には建物，施設，設備の点検，稼動が重要である。 

設備担当の職員が所属していないのであれば，事前に業者への連絡体制（連絡先の一覧化，災害時優先電話の確保）を構築しておく必要がある。 

	必要な資源 
	施設職員／事務職員 

	備蓄可能な資源 
	医療機器管理マニュアル等 
設備点検作業マニュアル等 
業者連絡先リスト 

	（ｃ）施設管理業務 

② 備品等の在庫管理に関する業務 

	対象業務 
	消耗品・燃料等の在庫管理・発注 

	継続・縮小の考え方 
	設備備品等（ライフラインを維持するために必要な燃料，重要業務や生活に必須な消耗品）の在庫管理に関する業務は，被災直後の点検業務にあわせ，必要に応じて対応，発注を継続する必要がある。 

	必要な資源 
	施設職員／事務職員 

	備蓄可能な資源 
	業者連絡先リスト 


4.3. 介護における優先業務の検討方法 

業務について，被害状況を想定し以下のとおり検討します。 
	停止することが出来ない（通常通りに実施する）業務（継続業務：◎） 
停止することは出来ないがサービスレベルを落とすことが可能な業務（縮小業務：○） 
停止してもよい業務（休止業務：×） 



第5章　課題（ボトルネック）と対策
	課題（ボトルネック）と対策

	施設が第３章で実施する災害時対応業務，第４章で実施する介護における優先業務を行うために，災害対応体制の不備，ライフラインの停止や職員の参集不可など様々なボトルネックが発生します。過去の被災事例等をもとに考えられる対策を示します。

	（ａ）災害対応体制

	① 理事長，施設長
	施設長が不在や遅参する場合があるので，職員への権限委譲順位は施設長⇒事務長⇒庶務主任

	
	上位者の役割は対策を決定し，職員に行動を指示することである。

	
	また，上位者の責務として特に注意すべきは，二次災害を防止し，利用者，職員の安全を確保することである。

	
	上位者等のなすべきことを介護における優先業務一覧等チェックリスト化しておけば，抜け漏れ落ちを防ぎやすい。

	
	職員は災害時であっても，通常通りの介護を行おうとする可能性があるので，重要業務を短時間で確実に行うように周知する必要がある。

	② 対応体制
	基本的な被災対応（夜間・休日対応，職員の安全確保，緊急連絡網，要員の参集方法など）については，消防計画にて予め定める。

	
	本部機能が被災した際のバックアップオフィスについては，離れた地域に所在する他施設などを対象に本部機能が確保できるか検討する。

	
	施設・設備の管理課職員が施設にいないとき，施工業者等との連絡手段や連絡体制を確保するとともに，簡単な点検作業手順書を作成しておく。

	
	他施設や近隣施設，医療施設等と日頃から連携し，災害時に要員や物資等の融通を行うことが出来るよう，関係団体と協定等の締結を進める。

	③ 連絡体制
	最低限，災害時優先電話を１回線確保する。

	
	電話など連絡手段は，非常用電源に接続しておく，あるいは内線電話に加えてトランシーバーを確保するなど，停電への対策を行っておく。

	
	災害時の情報収集においては，戸別無線機，防災ラジオ等の整備を進める。


	（ｂ）職員等の確保 

	① 介護職 
	介護職の多くが近隣に居住している場合は参集の可能性が高い。ただし，道路が通行止めになる可能性もあり，近隣居住者は重要な参集要員であるため被災時は優先して勤務を行う。 
日常的に利用者全員の情報を介護職員が共有し，他部門であっても代替できる部分を多くする。 
事務職員であっても，ヘルパー資格をとるなどで，介護が代替できるように資格取得，教育を行う。
外部応援者等には，日常的に介護に必要な利用者の情報（特にしてはいけないこと）をまとめたケアポイント表の作成とトリアージタッグなどの文書化を進めておく。名前がわかる名札は必ず用意しておく。
利用者のことを答えられる施設職員が少なくとも１名いれば，応援職員に指示が可能となる体制を取る。

	② 看護職 
	全ての医療関連行為に関する業務の実施にあたり，看護職は必須となるため，連携先を確保しておく。
看護職員は基本的に人数が少ないので不足する可能性が高いため勤務割時間は柔軟に対応する。
応援の看護師でも対応できるように，薬などを分かりやすく準備しておく。
介護職が行えるマニュアル的判断業務があるので，普段から訓練する。

	③ 嘱託医 
	体調を崩しやすい高齢者にとって，医師による定期的な医薬品の処方や診察は不可欠である。容態急変や医薬品入手等において嘱託医も鍵となる。 

嘱託医が他のけが人や救急対応すると，施設に来られない可能性がある。 
災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）による支援が期待できるが，協力医療機関に協力を求める。 

	（ｃ）関係者との連携 

	① 施設間の連携 
	他施設に対し必要な人材，医薬品，食品，設備，技術，知識等出来るだけ連携協力を行う。

	② 医療機関との連携 
	災害時には，医療機関も限られた資源（人材，設備，物資など）のなかで業務が煩雑化するため，特定の施設だけに医師や看護師を派遣することは難しいと考えられる。平時から，複数の医療機関や嘱託医との関係構築を図り，災害時に連絡・対応可能な医療機関等を確保するように努める。

	③ 関係団体との連携 
	○○市施設長会，○○市，○○社会福祉協議会等関係団体と連絡を密にとりお互いが必要とするものを相互に供与できるようにする。 

	④ 自治会との連携 
	地域全体の災害時要援護者の安否確認や訓練などで，地域の自治会や行政機関などと連携を行う。

	⑤ 行政との連携 
	災害時要援護者の受け入れについて，行政と連携し，事前におおまかな人数や介護の必要性等について想定した上で，場所や備蓄品などを備えておく。

	⑥ボランティア等との連携 
	様々なボランティア希望者に対し，受け入れ基準や要望を予め定めて対応する検討する。

	（ｄ）ライフライン

	① 電気 
	非常用自家発電装置が整備されているが，稼動可能時間や使用方法，用途等を常に把握しておくようにする。外部業者の点検の際などに上記について確認し，どの職員でも対応できるよう手順書を作成しておく。
電力を使用する資機材（エアーマット，吸引機等）とその利用頻度等から，発電機の数や燃料備蓄について更に検討する。 
医療系の施設は電力会社から自家発電装置を優先的に貸与してもらえる可能性があるが，２～３日の停電を見込んで備える。
空調は停電により停止することはないが，作動可能限界時間を考え使用する時間を発生時期及び季節，気温により判断する。
体位変換・褥瘡処置は，エアーマットの使用ができなくなることにより，褥瘡になりにくいマットを使用するか，人手で体位変換を対応する。 
コールは，巡回強化により対応する。 
吸引・吸痰は，自家発電やポータブル発電機で対応する。 
滅菌消毒は煮沸消毒により対応する。 
清掃は掃除機が使えないため，掃き掃除で行う。 
モーニングケア，ナイトケア等は，日中の明るい時間帯に実施する。 
その他，非常用電源に接続していない設備機器等は使用不能となるため，電力を使用しない代替機器等で対応する。 

	② 上下水 
	上水が，断水により水を使用できなくなる。受水槽があっても，汲み上げ等に電力を使用している場合は停電により使用できなくなるが，高置水槽の残余分のみ利用できる。 
給湯についても断水／停電により使用できなくなる。 
調理，食事・補水は，備蓄の水，容器で対応する。 
給湯についても断水／停電により使用できなくなる。 
調理，食事・補水は，備蓄の水，容器で対応する。 
※受水槽があっても設備に被害を受ける場合もあるので，ペットボトル等で飲用水を確保すること 
入浴はウェットティッシュによる清拭で代替する。 ※ 冬季では加温措置等する 
排泄は，下水が使えない場合など，おむつで代替する。汲み置き水の利用も考えられる。 
モーニングケア，保清はウェットティッシュで代替する。 
褥瘡の処置等の洗浄はウェットティッシュで代替する。

	③ ガス 
	都市ガスを使用している場合配管等の設備の故障により供給が停止する可能性がある。 
カセットコンロとガスボンベを備蓄した上で，必要最低限の利用にとどめる。 
災害時には炊き出しを行うことを想定し，平時から訓練を行う。温かい食事の提供等を行う必要があり，十分な薪の備蓄と炊き出し用の調理器具等の準備を今後進める。 
入浴はウェットティッシュによる清拭で代替する。 
調理は備蓄食料品を利用し，カセットコンロにより調理する。 
※ 都市ガスを使っている場合は，長期に使用不能となることを想定する。


	（ｅ）備蓄 

	① 備蓄 
	備蓄品はリスト化して管理し，適切な補充方法を定めておく。（非常時備蓄品一覧表を参照） 

水や食料は，通常とは別で3日間分以上を備蓄する。 
水は調理用だけでなく，飲用や洗浄等の業務用，さらに職員用を計算して備蓄しておく。また，災害時要援護者を受け入れることになると想定されるため，ある程度の人数分を備蓄に加える。 
食料は通常の非常食だけでなく，必要に応じて嚥下障害者用の食事や減塩食の備蓄も加えておく。
保存期限間近の水や食料を炊きだし訓練で消費する。期限間近の食料を活用して，水やガス，電力が使えないことを想定した調理の訓練を実施する。
経管栄養食品は通常の発注で在庫があるが，追加発注のタイミングを前倒しすることで，品薄状態を防ぐ。 
排泄介助を必要としない利用者や職員用として，衛生上，ポータブルトイレや組み立て式トイレを使用する。 
新型インフルエンザ対策にも活用できるように，消毒液やマスクを備蓄する。 
車のガソリンは半分程度になったら補充するよう心がける。 

	（ｆ）財務

	① 財務 
	新潟中越地震で被災した施設等は，通所事業の停止による利益損失や施設・設備の改修費用等が財政状況を圧迫している。災害時のリスクを正しく認識しておく必要がある。 

	（ｇ）教育・訓練
	

	① 教育・訓練 
	教育・訓練については，消防計画上のものとBCPをあわせて，計画的に行う。 
研修，訓練の結果によりマニュアルを見直す。
消火・通報・避難誘導のほか，夜間対応訓練，救命救急訓練，安否確認訓練，緊急連絡訓練，参集訓練，炊き出し訓練などを定期的に行い，課題等があれば計画やマニュアル等を修正する。 
避難訓練などにおいて，動ける利用者は参加してもらうが，動かせない利用者は不参加とする場合がある。利用者を運び出す，備蓄品を使用して介助を行う等の実働訓練は，利用者の状態等によって困難ではあるが，事業継続の観点からは，通常の業務が継続できるかどうかを確認するうえで重要である。代替として机上訓練を行うなど，実際の被災を想定しイメージを膨らませる訓練を検討する余地がある。 
自家発電装置の使用方法について，訓練の機会や業者の施設・設備点検の機会などに立会い，確認しておく必要がある。 


6.1. 介護職員及び看護職員の確保 

施設においては，何よりも介護，看護ニーズを充足する人員を至急に確保することが重要です。被災時は，職員自身が被災し，交通が寸断されることにより職員の確保が困難になる可能性もあります。そこで，災害時に本当にどの程度の職員が参集できるかを検討しなければなりません。
介護職員については，事務職など他の職でも介護ができるように訓練し，専門ボランティアが介護の一部を担うことで対応するように準備することが重要です。看護職員は医療行為に関し，他職種では代替できないため外部からの受け入れも含めて，事前にその確保策を確立する必要があります。 

参集人員が少ない場合，まず可能な体制を検討しなくてはなりません。たとえば少ない人員での介護対応策をまとめる必要があります。
6.2. 帰宅困難者対策条例等に基づく対応
	（ｈ）対策の柱

	一斉帰宅の抑制
	帰宅困難者対策は，まず，帰宅困難者等の発生による混乱を防止することが重要であり，「むやみに移動を開始しない」という基本原則の徹底を図ることが不可欠である。従業員等の施設内待機やそのための備蓄を推進すること，さらには，家族等との安否確認手段の確保や周知等の取組を促進する。

	一時滞在場所の確保
	帰宅困難職員の滞在する場所として○○室，○○室，○○室を一時滞在場所として使用する。
寝具等は施設の利用者が使用する既存のものを使用する。

	安否確認と情報提供のための体制整備
	帰宅困難者等の一斉帰宅が抑制されるためには，発災時の「むやみに移動を開始しない」ことの周知・広報のほか，家族の安否，被害状況や公共交通機関の復旧見通し等，冷静な行動をとるために必要な情報を帰宅困難者に対し施設対策本部が行う。

	混乱収拾後の帰宅支援
	施設に留まった帰宅困難職員等は，帰宅経路沿いの被害状況などの情報や，行政及び関係機関から提供される災害関連情報等により，安全に帰宅できることを確認した後，帰宅を開始する。
帰宅困難者等の多くは，長距離を徒歩で帰宅することが見込まれるため，徒歩帰宅者への円滑な帰宅支援が必要となる。また，長距離の徒歩が困難な災害時要援護者に対しては，施設用車を使用する他安全な帰宅支援を行う。

	帰宅困難職員の非常食・水の確保
	近隣より通勤している職員が多く徒歩での帰宅が可能な職員が多くても，帰宅困難職員の為に非常食・水を○名，３日分を想定し確保する。
非常食は利用者と同様な食品，メニューを提供する。


【引用・参考文献】
1） 大阪府福祉部災害対策ワーキンググループ：社会福祉施設等における地震防災対策マニュアル作成について（入所施設版）（平成25年度）
2） 全国老人福祉施設協議会，老施協総研：災害時における特別養護老人ホームのリスクマネジメント調査研究事業報告書別冊資料「災害マニュアル作成の手引き」（2012年３月31日）
3） 東京都社会福祉協議会高齢者施設福祉部会・センター部会大規模災害対策検討委員会編：高齢者福祉施設におけるＢＣＰ（事業継続計画）策定ガイドライン（震災編），東京都社会福祉協議会，2012.
〈想定シナリオ〉 


発生時刻：平日の早朝6時 


人員：30%の職員が出勤 


建物：健在 


ライフライン： 


電力：３日間停止 


ガス：３日間停止 


水道：３日間停止 


電話：災害時優先回線以外は不通 


通信：電力が使用できれば利用可能
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